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定期的な居宅訪問は、自立生活援助計画に基づき「おおむね週１回以上」行う必要があります。 
（基本報酬の算定要件としては、月2回以上の居宅訪問が必要） 
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指定等に係る留意事項  

【人員基準（従業者）】 

 ① 地域生活支援員 

    指定自立生活援助事業所ごとに、１以上 

    なお、利用者の数が25又はその端数を増すごとに１とすることを標準とする。 

 ② サービス管理責任者 
    次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数以上 

    ア 利用者の数が30以下１以上 

    イ 利用者の数が31以上１に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 
 
 ※サービス管理責任者は、地域生活支援員との兼務は認められない。 

 
 

【その他事項】 

 実施主体は、指定障害福祉サービス事業者（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助
を行う者に限る。）、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者であること。 
 

 自立生活援助は、地域定着支援の支援内容を包含しているため、地域定着支援との併給は認められない。 
また、就労定着支援は自立生活援助の支援内容を包含しているため、就労定着支援との併給は認められない。 
 

 自立生活援助の従業者は原則専従でなければならないが、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は兼務も可。（他の事
業所における兼務の要件に留意すること） 
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＜指定特定相談支援事業所との兼務について＞ 

通常、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、別事業所の職員と兼務する場合は、兼務先の利用者のモニタリング
等は実施できないが、自立生活援助と兼務している場合は、兼務先の利用者のモニタリング等を実施することが可能。 

相談支援事業所の「特定事業所加算」は、相談支援専門員が常勤・専従であること等が要件となっているが、相談支援事業
所に併設する自立生活援助については、兼務して差し支えない。 

 


